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自己株式の処分に関するお知らせ 

 

当社は、平成19年 2月 19日開催の取締役会において、自己株式の処分を下記のとおり行うことを決議

いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．処分の目的 

 処分先である株式会社三井住友銀行、あいおい損害保険株式会社は、安定した上場企業であり、将来的

な取引関係も視野に入れ、安定株主確保のため当社株式を譲渡します。 

 なお、当該自己株式の処分による収入金は、全額運転資金に充当いたします。 

 

２．処分する株式の内容 

  (１)株式の種類                  普通株式 

  (２)株式の総数                 250,000 株 

  (３)募集株式１株と引換えに払い込む金銭の額   １株につき金584円 

    （注） 上記算定額は、平成19年 2月 9日から平成19年 2月 16日までの株式会社ジャスダック

証券取引所における当社普通株式の最終価格の平均価格（取引が成立しない場合は気配

値の中値）に0.93 を乗じたものであります。（円未満切上げ） 

  (４)処分価額の総額                          金 146,000,000 円 

   (５)処分先および株式数  株式会社三井住友銀行    150,000 株 

あいおい損害保険株式会社  100,000 株 

                

                

３． 今後の見通し 

(１) 日程  

平成１９年２月１９日 当社取締役会決議 

  平成１９年２月２０日 自己株式処分に関する取締役会決議公告 

  平成１９年３月 ７日  払込期日（予定） 

(２)今回の処分後の自己株式数       29,077 株 

 （ただし、平成19年 2月中に発生する単元未満株式の買取り分は見込んでおりません。） 

(３)処分する株式の譲渡報告に関する事項 

   当社と処分先との間におきましては、株式の発行から２年以内に当該株式の全部または一部を譲渡

した場合にはただちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数等の内容を当社に書面にて報

告することの確約を得る予定であります。 
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４．処分先の概要 

商         号 株式会社三井住友銀行 

本  店  所  在  地 東京都千代田区有楽町一丁目1番 2号 
代 表 者 の 氏 名 頭取 奥 正之 
設         立 1876 年 7月 

資  本  金 の 額 6,649 億円 

株    主    数 １名 

大株主及びその所有割合 

（平成 18年 3月 31日現在） 

株式会社三井住友フィナンシャルグループ     （100％） 

事  業  内  容 銀行業 

経 常 収 益 平成 18年 3月期 2,287,935 百万円 
平成 17年 3月期 2,289,372 百万円 
平成 16年 3月期 2,322,363 百万円 

当 社 と の 関 係 
       資本関係 
            

人的関係 
       取引関係 

 
当社が保有している処分先の株式数：    なし 
処分先が保有している当社の株式数：     なし 
該当事項はございません。 
当社は同行より借入を行っております。 

 

商         号 あいおい損害保険株式会社 

本  店  所  在  地 東京都渋谷区恵比寿一丁目28番 1号 

代 表 者 の 氏 名 取締役社長 児玉 正之 

創  立  1918 年 6月 30日 

資  本  金 の 額 1,000 億円 

発 行 済 株 式 総 数 756,201,411 株 

株    主    数 16,142 名 

大株主及びその所有割合 
(平成 18年 3月 31日現在) 

トヨタ自動車株式会社                   （33.40％）
 
ステートストリートバンク アンドトラストカンパニー    （ 5.46％）
（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行） 
 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）      （ 5.29％）
 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）    （ 4.75％）
 
ザチェースマンハッタン バンク エヌエイ ロンドン    （ 1.57％）
（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行） 
 
あいおい損害保険従業員持株会               （ 1.49％）
 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４）   （ 1.30％）
 
シティバンク ニューヨーク サードアヴェニュー トラスト （ 1.21％）
ザ サードアヴェニューバリューファンド 
（常任代理人 シティバンク エヌ・エイ） 
 
ザ バンクオブ ニューヨーク ジャスディック       （ 1.07％）
トリーティー アカウント                
（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行） 
 
ビービーエイチ メリルリンチ グローバル アロケーション  （ 1.02％）
ファンド 
（常任代理人 株式会社三井住友銀行） 
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事  業  内  容 損害保険事業 

正 味 収 入 保 険 料 平成 18年 3月期 834,284 百万円 
平成 17年 3月期 827,807 百万円 
平成 16年 3月期 836,596 百万円 

当 社 と の 関 係 
資本関係 
 
人的関係 
取引関係 

 
当社が保有している処分先の株式数：    なし 
処分先が保有している当社の株式数：  12,000 株          
該当事項はございません。 
当社は同社との間で火災保険等の契約取引があります。 

 
 
 
 
 
 

以上 


